
 

東京都在宅療養普及事業実施要綱 
 

 

平成 22 年６月 16 日付  22 福保医政第 95 号 

 改正 平成 22 年 12 月 28 日付  22 福保医政第 1735 号 

改正 平成 27 年３月 16 日付  26 福保医政第 1863 号 

改正 令和５年６月 30 日付  ５福保医政第 646 号 

 

第１ 目 的 

   本事業は、急速な高齢化の進展や都民のニーズ、医療制度の変化に対応し、限られ

た医療資源を有効に活用しながら、都民が身近な場所で安心して適切に在宅療養を受

けることができる仕組みの構築を検討することにより、都内全域で地域の実情に応じ

た在宅療養の推進を図ることを目的とする。 

 

 

第２ 事業内容 

 １ 東京都在宅療養推進会議の設置 

 ２ 在宅療養の推進について全都的な取組が必要な事業 

 

 

第３ 東京都在宅療養推進会議の設置 

１ 目的 

   地域における在宅療養に関する行政、関係機関・団体及び都民等の役割分担を明ら

かにして連携を強化し、もって在宅療養の推進を図るため、東京都在宅療養推進会議

を設置する。 

２ 協議内容 

   次に掲げる事項について協議する。 

（１）都と区市町村、医療・介護関係者、団体及び都民等の役割分担や連携に関す

る事項 

（２）地域における先駆的な取組等についての検証及び区市町村の主体的な取組を

促進するための方策に関する事項 

（３）都民及び医療従事者に対する在宅療養に係る普及啓発に関する事項 

（４）その他、在宅療養の推進について全都的な取組が必要な事項 

３ 委員の構成 

   在宅療養に係る専門家、学識経験者、東京都医師会、東京都歯科医師会、東京都薬

剤師会、東京都看護協会、区市町村職員、東京都職員、その他保健医療局長が必要と

認める者から構成し、保健医療局長が委嘱又は任命する。 

４ その他 

   東京都在宅療養推進会議の運営について必要な事項は別に定める。 

 

附 則  

この要綱は、平成 22年６月 16日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 22年 12月 28日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 27年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年７月１日から施行する。 

資料２ 



 

東京都在宅療養推進会議の運営に係る細目 
 

 

平成 22 年６月 16 日付  22 福保医政第 95 号 

 改正 平成 22 年 12 月 28 日付  22 福保医政第 1735 号 

改正 平成 27 年３月 16 日付  26 福保医政第 1863 号 

改正 令和５年６月 30 日付  ５福保医政第 646 号 

改正 令和７年３月 11 日付  ６保医医政第 1757 号 

 

第１ 目的 

この細目は、東京都在宅療養普及事業実施要綱（平成 22年６月 16日付 22福保医政

第 95号。以下「要綱」という。）に基づき設置する東京都在宅療養推進会議（以下「推

進会議」という。）の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

 

第２ 委員の任期 

委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

   なお、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

 

 

第３ 会長 

１ 推進会議には会長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。 

   なお、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が委員のうちから指名する者が代

理する。 

 

 

第４ 部会 

１ 推進会議には、専門的な事項を検討するための部会を設置することができる。 

２ 部会は、推進会議の委員のうちから会長が指名する者又は会長が指名する者のうち

から東京都保健医療局長若しくは東京都福祉局長（以下「局長」という。）が別に委嘱

若しくは任命する委員をもって構成する。 

３ 前項の部会のみに属する委員の任期は、第２に準ずるものとする。 

 

 

第５ 部会長 

１ 部会には部会長を置く。 

２ 部会長は、会長の指名により選任する。 

３ 部会長は、部会を統括する。 

 

 

第６ 招集等 

１ 推進会議及び部会は会長が招集する。 

２ 会長は、必要に応じて推進会議及び部会に委員以外の者の出席を求めることができ

る。 

 

 

第７ 幹事 

 １ 推進会議における検討の充実及び効率化を図るため、委員のほかに幹事を設置する。 

 ２ 幹事は、局長が任命する。 

 ３ 幹事は、委員会及び専門部会に出席し、検討に必要な情報を提供する。 



 

第８ 会議の公開等 

１ 会議並びに会議録及び会議に係る資料（以下「会議録等」という。）は、公開する。

ただし、委員の発議により出席委員の過半数で議決したときは、会議又は会議録等を

公開しないことができる。 

２ 会議又は会議録等を公開するときは、委員の発議により出席委員の過半数で議決し

た場合に限り、必要な条件を付すことができる。 

 

 

第９ 庶務 

推進会議及び部会の庶務は、保健医療局医療政策部医療政策課及び福祉局高齢者施

策推進部在宅支援課において処理する。 

 

 

第１０ 委員への謝礼の支払 

推進会議及び部会に出席した委員及び第６の(2)に掲げる者の推進会議及び部会へ

の出席に対して謝礼を支払うこととする。 

   なお、月の初日から末日までに開催した推進会議及び部会への出席に対する謝礼の

総額を翌月までに支払うものとする。 

 

 

 

 

 

附 則  

この細目は、平成 22年６月 16日から施行する。 

 

 附 則 

この細目は、平成 22年 12月 28日から施行する。 

 

附 則 

この細目は、平成 27年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この細目は、令和５年７月１日から施行する。 

 

附 則 

この細目は、令和７年３月 11日から施行する。 

 

 

 


